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宅建協会･保証協会「定時総会」を開催

第２回「Ｗｅｂ研修」開催のお知らせ！

管理者画面、リニューアル完了しました！

第 16 期「定時株主総会」を開催

不動産の事故物件　賃貸は３年経てば告知不要に？　他

［売買］ 取り壊し予定の建物に存する石綿が隠れた瑕疵に当たるとして賠償請求
［賃貸］ 希有な豪雨による駐車場での浸水被害に係る浸水履歴の説明なかったが･･･

賃貸物件の火災保険のことなら､宅建ファミリー共済にお任せください！

地中のコンクリートガラなどゴミの撤去費用の負担は出来ますか？

シニアの住み替え、シニア向け住宅ローンが増加　他

不動産コンサルティング技能試験の実施概要
受験対策「基礎教育講座」が動画配信によるＷＥＢ講座になりました！

静岡県警のエスピー君安心メール

①不正アクセス　②マルウエア
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定時総会終了

Web研修のすすめ

「スマイミー静岡」情報

㈱静岡宅建サポートセンター

Topics

取引紛争の事例と解決

代理店を募集しています！

UGRより埋設物調査のご案内

Topics

地元静岡で受験できます！

これが私の護身術！
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取引（売買）紛争の事例と解決

取り壊し予定の建物に存する石綿が隠れた瑕疵に当たるとして
瑕疵担保責任に基づく賠償請求が認められた事例　（東京地判：Ｒ02.3.27）

　買主Ｘ（原告・宅建業者）は、平成 27 年 7 月 21 日、
中高層建物を開発・分譲する目的で、本件土地及び
建物を2億7000万円で個人Ａから買い受ける売買契�
約を締結し、平成 28 年 3 月 30 日に引渡しを受けた。
　（本件売買契約特約）
・Ａは本物件を現状有姿にてＸに引き渡す。
・本物件に地中障害物、土壌汚染物質による汚染、
産業廃棄物等の隠れた瑕疵（原告が本物件を購入す
る目的を達成するために除去する必要のある地中杭
等の地中埋設物、土壌汚染対策法等の法令に定める
有害物質等を含むが、これらに限らない。）の存在が
明らかになった場合は、ＡはＸの損害を補填する。
・商法第 526 条及び民法第 570 条が準用する民法第
566 条 3 項（契約解除又は損害賠償請求は、買主が事�
実を知った時から 1年以内）の規定は適用しない。
　平成 29 年 4 月 25 日、Ｘが本件建物の解体のため
に石綿建材分析調査を実施したところ、飛散性が最
も高い「レベル１」の石綿含有建材が検出された。
　売主Ａは、平成 29 年 5 月 19 日に死亡した。
　Ｘは、平成 30 年 6 月 1 日以降、Ａの相続人Ｙら（被
告・5人）に本件瑕疵担保責任に基づく損害賠償とし�
て本件石綿除去費用 658 万円余の支払いを求めた
が、Ｙらは「①本件瑕疵担保責任条項は、地中障害
物の存在による瑕疵に限定して定めたものであり、
建物については、現状有姿による引渡しにより完結
する。②Ｘの請求は、石綿の存在を知ってから 1年
以上経過しており、除斥期間が経過している。」な
どと主張して支払いを拒否したため、Ｘが提訴した。

　裁判所は、買主Ｘの請求を全額認容した。
　（石綿が瑕疵に当たるか）
　本件瑕疵担保責任特約条項は、本件土地と本件建
物を併せて「本物件」と定義しており、Ｘが本物件
を購入する目的、すなわち、本物件及びその近接土
地上において、共同住宅等の中高層建物を建設し、
分譲等を行う目的を達成するために除去する必要が

ある障害が存在する場合には、本件土地に限らず担
保責任を負う趣旨であると解され、建物を敢えて本
件瑕疵担保責任の範囲から外す実質的理由は認めら
れないし、例示についても、あくまで具体的かつ一
般的に想定できるものを列挙したに過ぎない。
　石綿含有建材が発見された以上は、一定の費用を
かけてでも石綿の飛散防止や除去等の対策を講じな
ければならないものであり、本件瑕疵担保責任にお
ける瑕疵と認められる。
　（本件瑕疵が「隠れた」ものであるか）
　本件売買契約の重要事項説明書においては「石綿
使用調査結果の記録の有無」欄に「不明」と記載さ
れており、Ｘが本件契約締結前に石綿の含有を具体
的に予見することは困難であり、これを前提として、
本件建物に石綿を含有する建材が使用されている危
険は本件瑕疵担保責任により担保するものとして合
意されたと見るのが相当である。
　また、売買の対象となる個々の建物に実際に石綿
含有建材が用いられているか否かは、外観から明ら
かになるものではなく、Ｘは宅建業者ではあるもの
の、石綿について専門的な調査が可能な業者である
とは認められないし、契約締結前に特別な努力と方
法を必要とする検査を実施すべき立場にあったとは
いえないから、本件は「隠れた」瑕疵といえる。
　（瑕疵担保責任の除斥期間について）
　本件売買契約では民法第 570 条が準用する同法第
566 条 3 項を適用除外するとの特約がある。同項は
任意規定と解される事から、この特約は有効であり、
同項が定める 1年の除斥期間を経過した後の請求で
あっても本件損害賠償請求権が失われる事はない。
　（損害額）
　Ｘは、本件石綿含有建材を除去するための費用と
して工事業者に 658 万円余を支払っており、この費
用は本件瑕疵担保責任における損害と認められる。
　以上により、亡Ａの地位を相続したＹらは、瑕疵
担保責任に基づき、Ｘに対し、各法定相続分である
5分の 1の範囲で当該損害を賠償する義務を負う。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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取引（賃貸）紛争の事例と解決

稀有な豪雨による駐車場内での浸水被害について浸水履歴の説明が
なかったとした借主の損害賠償請求が棄却された事例　（東京地判：Ｒ02.3.26）

　平成 30 年 7 月 31 日、借主Ｘ（原告：法人）は、貸主
Ｙ（被告）との間で、Ｙ所有の地下駐車場の 1区画及
び附属倉庫を月額賃料 3万 7800 円、契約期間 1年の�
賃貸借契約を締結した。
　本件駐車場には、駐車スペースと公道に通じるス
ロープとの境には電動式シャッターが設置され、同
シャッターの外側及び駐車スペースの各駐車区画と
通路部分の境にそれぞれ排水溝が設置されている。
各排水溝には、電動式排水ポンプが設置され、駐車
スロープと公道の境には、手動で設置することので
きる止水版も常備されていた。
　平成 30 年 8 月 27 日、本件駐車場の所在するＡ地
区において、過去 44 年間の中で最大量である局地的�
豪雨が発生し、これにより、本件駐車場内に雨水が
侵入して、本件車両等が水没する事故が発生した。
　Ｘは、Ｙに対し、賃貸借契約の締結時において、
過去に 2度の浸水事故があったことの説明を怠り、
信義則上の説明（情報提供）義務違反があり、駐車し
ている車両が浸水被害に遭わないような予防策を講
ずべき義務を負っていたなどと主張し、駐車してい
た車両及び倉庫に保管していた商品の時価相当額
等、1982 万円余の損害賠償を請求した。

　裁判所は、借主Ｘの請求を全て棄却した。
　（契約時の信義則上の説明義務違反について）
　Ｘは、本件駐車場の過去に 2度の浸水事故につい
て、本件契約締結時に説明（情報提供）すべき信義則
上の義務を怠ったと主張するが、浸水事故の回数に
つき、 2回あった事を示す証拠は本件駐車場の他の
利用者からの供述の他にはなく、その浸水の程度と�
しては、10cm程度であったというＹの陳述内容を踏�
まえても、15cm程度であったに過ぎないものであ
る。Ｙは、平成 25 年 7 月浸水事故後に、排水ポンプ�
の増強や止水版の制作、備え付けをした事が認めら
れ、本件駐車場には少なくとも、平成 25 年 7 月の豪�
雨と同程度の降雨には、十分に対応できる設備上の

措置が講じられていた。よって、本件駐車場の利用
を申し込む者にあらかじめ提供しておくべき重要な
情報であるとまではいえない。また、Ｘが本件駐車
場を借りるにあたり、特に浸水事故の有無を重視す
る事が表明されていない事から、過去の浸水事故の
事実を説明しなかった事が説明義務違反としての不
法行為であるという請求には理由がない。
　（浸水事故の防止措置義務違反について）
　Ｘは、本件事故当日、午後 3時過ぎには大雨注意
報が発表されており、Ｙは賃貸人として、本件豪雨
及び本件事故の発生を予見する事ができ、あらかじ
め止水版を設置する事故防止措置をとる事ができた
のに、これを行わなかった債務不履行がある旨を主�
張するが、本件豪雨は、過去 44 年間の中でも最大の�
もので、大雨警報及び洪水警報が発表されるより前
の時点で相当な降雨となったことが認められ、これ
らの事実からすると、本件豪雨は、極めて短時間に
過去に例のない降雨であった事から、このような稀
有な豪雨の発生について、Ｙが具体的に予見する事
ができたとは認められない。
　また、本件事故当日、午後 3時に大雨注意報が、
午後 7時に洪水注意報が発表されているものの、各
注意報が発表された後、現に警報が発表されるほど
の降雨が発生する確率は明らかではない事からする
と、各注意報の発表によって、本件豪雨に至らない
までも、浸水事故に至る程度の豪雨の発生について、�
Ｙが具体的に予見する事ができたとも認められな
い。仮に各注意報程度の事実によって、豪雨を予見
する事ができたとしても、各注意報が発表された段
階で止水版を設置する事は、豪雨に至る事が確実と
はいえない中、本件駐車場の利用車両の入出庫を必
要以上に妨げるものになる事からすれば、そのよう
な回避措置をとるべきであったともいえない。
　以上によれば、Ｙが本件豪雨の発生を予見し、止
水版を設置しなかったことが、この事故防止措置義
務違反の債務不履行となるものではなく、Ｘの請求
は理由がないのでこれらを棄却する。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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ウーブン・シティの建設予定地と
なっているトヨタ自動車東日本の
東富士工場（静岡県裾野市）
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パルクルのステーションは市内各

地にある（ＪＲ静岡駅北口前）
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2021年₄月　宅建ローン等の実績　（4/1〜4/30）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 48 37 47 ― 132件
金額 40億1,356万円（土地₄、新築戸建97、中古戸建19、新築マンション₄、中古マンション₈）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 10 0 ― 10件

金額 2億1,955万円（土地₃、土地購入新築₁、新築戸建₃、中古戸建₂、中古マンション₁）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 3 2 1 0 6件
金額 8,100万円（中古戸建₆）

2021年₅月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
５月10日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
〃　 名古屋 中部圏流通機構�監査会・正副会長委員長会
13日 静　岡 県暴力追放組織事務局責任者連絡会議
14日 名古屋 東海不動産公正取引協議会 理事会
18日 静　岡 取引士法定講習（自宅学習） （証交付60名）
19日 本　部 静岡不動産流通活性化協議会
24日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
26日 本　部 正副会長会
28日 本　部 サポートセンター�株主総会
〃　 〃 定時総会（宅建協会・保証協会）

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談10件、電話相談234件）

お 知 ら せ

27宅建しずおか　第 467 号（2021. 7）




